
平成２９年度全国高等学校総合体育大会 

新庄市実行委員会・鶴岡市実行委員会・尾花沢市実行委員会 

売店出店募集要領 

１ 趣旨 

この要領は、平成２９年度全国高等学校総合体育大会新庄市実行委員会・鶴岡市実行

委員会・尾花沢市実行委員会売店設置運営要項（以下「売店設置運営要項」という。）

に基づき、平成２９年度全国高等学校総合体育大会新庄市実行委員会・鶴岡市実行委員

会・尾花沢市実行委員会（以下「各市実行委員会」という。）が行う売店等の募集につ

いて、必要な事項を定めるものです。 

 

２ 設置場所 

①新庄市体育館周辺 

②鶴岡市小真木原総合体育館周辺 

③鶴岡市藤島体育館周辺 

④尾花沢市文化体育施設「サルナート」周辺 

３ 出店の設置期間 

 7月30日 

(日) 

7月31日 

(月) 

8月1日 

(火) 

8月2日 

(水) 

8月3日 

(木) 
設置期間 

新庄市体育館 ○  ○ ○ ○ ４日間 

小真木原総合体育館 ○ ○ ○ ○  ４日間 

藤島体育館 ○  ○ ○  ３日間 

尾花沢市文化体育施設 ○  ○ ○  ３日間 

※○は設置可能日。斜線は当日の会場使用予定なし 

※いずれの会場も、販売開始日の前日から準備が可能です。 

※原則期間中の途中開設及び途中閉店は認めません。ただし、悪天候その他やむを得 

ない事情の場合は、この限りではありません。 

４ 売店の規模 

（１）原則として、１区画あたりテント１張（２間×３間）とします。 

ただし、各市実行委員会が特に認めるときは、この限りではありません。 

なお、１区画につき、テント１張（２間×３間、四方幕付き、ウエイト含む）、 

長机８台、椅子３脚を各市実行委員会で準備します。 

（２）店舗の表示板を、自己負担で１枚作成し、掲示するものとします。 

大きさ：縦２０cm×横１２０cm 

 材質、字体、配色等については、自由とします。 

５ 売店設置数 

各市実行委員会が定めます。 



６ 出店準備 

物品の搬入については、テント１張りにつき車両１台とし、ダッシュボードに各市実 

行委員会の発行する駐車許可証を掲示してください。 

搬入方法・経路については、各競技会場の施設等の管理者の指示に従ってください。 

準備は、競技開始１時間３０分前までに終了し、各市実行委員会が指定する駐車場を 

使用するものとします。 

７ 営業時間 

営業時間は、原則として競技開始１時間前から終了後１時間までとします。 

８ 出店料 

売店の設置、撤去に係る経費相当額として、下記の料金を出店者が負担するものとし 

  ます。ただし、公的要素が強い等の理由により、各市実行委員会が特に認めるときはこ 

  の限りではありません。 

①新庄市体育館周辺 ・・・・・・・・・・・・・・ １区画あたり６万円 

②鶴岡市小真木原総合体育館周辺 ・・・・・・・・ １区画あたり６万円 

③鶴岡市藤島体育館周辺 ・・・・・・・・・・・・ １区画あたり４万５千円 

④尾花沢市文化体育施設「サルナート」周辺 ・・・ １区画あたり４万５千円 

９ 募集期間 

食品販売 ：平成２９年４月２４日（月）～平成２９年５月１９日（金） 

その他  ：平成２９年４月２４日（月）～平成２９年５月３１日（水） 

10 申請方法 

下記の「提出書類」を募集期間中に申込先へ直接持参、または郵送してください。持 

  参する場合は、土曜・日曜・祭日を除く、午前９時から午後５時までの間とします。 

11 提出書類 

（１）平成２９年度全国高等学校総合体育大会出店申請書（様式第1 号） 

（２）申請者の概要（添付書類１） 

（３）販売品目及び価格等一覧（添付書類２） 

（４）出店従業員名簿（添付書類３） 

    ※添付書類２および３については、出店場所ごとに書類を作成してください 

12 申込先 

〒９９９－４２２５ 

山形県尾花沢市若葉町一丁目８－２５ 尾花沢市教育委員会 社会教育課内 

平成２９年度全国高等学校総合体育大会尾花沢市実行委員会事務局 宛 

ＴＥＬ：０２３７－２２－１１１１（内線３２５） 

13 その他 

取扱品目、遵守事項等については、「平成２９年度全国高等学校総合体育大会新庄市実 

行委員会・鶴岡市実行委員会・尾花沢市実行委員会売店設置運営要項」をご覧ください。 


